
京都市告示第   号 

 平成２２年４月１日京都市告示第３０号の一部を，河川法第１６条の３第２項の規定に

より，次のように改めます。 

  平成３１年４月１日 

                           京都市長 門川大作   

 第１項「河川の名称及び区間」，第２項「河川工事の内容」及び第３項「河川工事の期間」

を次のとおり改めます。 

１ 河川の名称及び区間 

 

２ 河川工事の内容 

  護岸改修 Ｌ＝８９０ｍ 

３ 河川工事の期間 

昭和６３年９月１日から平成４０年３月３１日まで 

 

参考 

平成２２年４月１日京都市告示第３０号 

１ 河川の名称及び区間 

２ 河川工事の内容 

  都市基盤河川改修事業 

３ 河川工事の期間 

昭和６３年９月１日から平成３２年３月３１日まで 

                       （建設局土木管理部河川整備課） 

名  称 区          間 

事業名 河川名 上 流 端 下 流 端 延 長 

都市基盤河川

改修事業 

新川 京都市西京区川島滑

樋町51番地の１の１

地先 

京都市西京区下津林

芝ノ宮町300 番地の2

地先 

890ｍ 

名  称 区          間 

事業名 河川名 上 流 端 下 流 端 延 長 

都市基盤河川

改修事業 

新川 

新川 京都市西京区川島滑

樋町51番地の１の１

地先 

京都市西京区下津林

芝ノ宮町300 番地の2

地先 

890ｍ 

３６


